




















































・「リスク管理基本規程」においてリスク管理体制と管理方法について定めるとと

もに、より体系的で遺漏のないリスク管理体制を構築するため、取締役会の下

に、社長、カンパニー長ならびにチーフ・オフィサーからなるCSR・リスクマネ

ジメント委員会を設置し、当社グループの事業運営上のリスク全般を俯瞰し、

その評価と管理方法の妥当性について検証する。
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